
◇  消防同意 

60*1 

●１  建築確認申請 ★ 
建築物を建築したり、大規模な修繕をしようとす

る場合は、建築主は工事に着手する前に、その計画
が建築に関する法令の規定に適合するものである

かどうかの確認を受けることが義務づけられてい
る。この他、建築物の用途を変更する場合（建基法
第 87 条）、特定の建築設備を単独で工事する場合

（建基法第 87 条の 2）、指定工作物の工事を行う
場合（建基法第 88 条）にも準用され確認が義務づ
けられている。 

また、確認の申請手続きを要しない工事を行う場
合においても、建築物は全ての法令の規定に適合し
なければならないものであり、規定に反すると違反

建築物になるので注意を要する。 

●２ 消防同意制度 ☆ 
消防機関は、建築物における火災の予防上、その

計画・設計の段階から、防火面で関与することによ
って初めて実効のある予防行政が可能となる。もち

ろん、建築物の完成後に予防査察等により実態を把
握し、防火上不適当な箇所を是正させることも可能
であるがこの方法によると、建築物の所有者、利用

者等に多大な損害をもたらすことになり、かつ、是
正指導が十分に行われない場合は、利用者等が火災
の危険にさらされることになる。従って、消防機関

が建築物の設計の段階で防火面からチェックする
ことが必要不可欠であり、本来ならば消防機関が独
自の見地から建築物について、許可、認可等の行政

行為を行うべきものであるが、これを行うと建築行
政上の建築確認等の行政行為と部分的に競合する
ことになり、二重行政の弊害が生じる。この弊害を

排除するには、できるだけ手続きを簡素化し、一つ
の手続きにより同時に二つの行政検閲（建築行政と
消防行政）の行政目的が達成されるよう効率的な運

用を図らなければならない。 
このようなことから、消防同意制度が作られたも

のであり、消防同意なくしてなされた建築主事の確

認は無効であるといえる。 
(1) 消防同意 
消防同意の根拠は、法第 7 条であり、「建築物

の新築、増築、改築、移転、修繕、模様替、用途
の変更若しくは使用について許可、認可若しくは
確認をする権限を有する行政庁若しくはその委

任を受けた者又は建基法第 6 条の 2 第 1 項の規
定による確認を行う指定確認検査機関は、当該許
可、認可若しくは確認又は同法第 6 条の 2 第 1

項の規定による確認に係る建築物の工事施工地
又は所在地を管轄する消防長又は消防署長の同
意を得なければ、当該許可、認可若しくは確認又

は同項の規定による確認をすることができない。」
とされている。 
又、このことについては建基法第 93 条にも同

様に規定されている。 
(2) 消防同意権者 
法上同意を行う者は消防長又は消防署長であ

り、消防局では内規により建基法第 6 条に基づ
く「建築確認申請書(計画通知書を含む。)」の第
4 面（建築物別概要）中、【10.床面積】の申請部

分の面積が 1,000 ㎡以上の物件（複数棟ある場
合は、そのいずれかが 1,000 ㎡以上の物件）は
消防長が、それ以外（前記同様、申請部分の面積

が 1,000 ㎡未満）の物件は、管轄するそれぞれ
の消防署長が同意権者となる。 
消防局関係規程：「建築物同意事務取扱規程」

第 2 条（申請書の処理） 
(3) 消防同意の対象 
ア  同意の対象は、法第 7 条第 1 項の規定によ

り、「建築物」が対象であり工作物（指定工作
物を除く。）は対象とならない。 

イ  国、都道府県及び建築主事の置かれている市

町村の公共建築物の新築等の確認及び消防同
意は存在しないが、その代替的措置として、国、

都道府県及び市町村の機関の長又はその委任

を受けた者は、工事着手前に、その計画を建築
主事に通知し、その通知を受けた建築主事は、
遅滞なく、消防機関にその旨を通知することと

なっている。（建基法第 18 条第 2 項）従って、
明文の規定はなくとも、これら公共建築物に対
し消防上の意見を述べることは差し支えない

と解される。なお、これらの公共建築物につい
ての特例は、「確認」についてのみで、「許可」
については、一般私人の建築物と同様に取り扱

われることから、消防同意は必要となる。 
(4) 消防同意の客体 

同意を受ける者は、前記(1)のとおり、建築物

に対して許可、認可若しくは確認をする権限を有
する者（特定行政庁、建築主事又は確認をする権
限を有する指定確認検査機関）である。 

(5) 消防同意の要件 
同意の要件は、同意を求められた建築物の計画

が法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規

定で、建築物の防火に関するものに違反していな
い場合である。 
この法律、命令及び条例の規定で、建築物の防

火に関するものには、およそ防火の目的を有する
規定であれば、いかなるものも含まれる。（●5
消防同意における審査を参照）したがって、同意

の審査時において建築物の計画が法、法施行令、
同規則、危険物の規制に関する政令、同規則、火
災予防条例等の法令のみならず、建基法令、都市

計画法、火薬類取締法令、高圧ガス取締法令、労
働安全衛生法令等の防火に関する規程に適合し
ている場合には、同意を与えなければならない。 

なお、「建築物の防火に関する規定」は、必ず
しも建築物の構造又は設備に関する規定に限定
する必要はなく、建築物の敷地に関する規定も含

まれる。 
また、これらの要件に適合していると認められ

る防火対象物の関係者に対しては、必要な消防用

設備等が記載された通知書（別紙）を、建築確認
申請時に添付し、建築主事等に返却する。 

別紙  
  一般用 
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内装制限あり 

一般住宅用

●３ 通知制度 ☆ 
(1) 通知の趣旨 

建築通知は、建築主事又は指定確認検査機関が、
消防同意の対象から除外された住宅又は建築設

備について、当該住宅又は建築設備に係る消防活
動上及び火災予防上の必要最小限の実態を把握
し得るため、建築主事又は指定確認検査機関にお

いて、確認申請後遅滞なく、これを当該申請又は
通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管
轄する消防長又は消防署長に通知するものであ

って、それ自体、消防同意のごとく建築確認を有
効ならしめるためのような効果を持っていない。
したがって、建築通知は事実行為の性質を有する

ものと解されている。 
(2) 通知の対象 
ア  昭和 59 年 4 月 1 日施行の建基法等の一部

改正に伴う消防同意から通知に切り替えられ
る一定の住宅 
消防同意から通知に切り替える住宅は、防

火地域及び準防火地域以外の区域内における
住宅で次に該当するもの。 
(ｱ) 建基法第 6 条第 1 項第 4 号に掲げる住宅

のうち、住宅の用途以外の用途に供する部
分の床面積の合計が延べ面積の２分の１未
満であり、かつ、50 ㎡以下である一戸建て

の住宅で、建築士の設計にかかるもの。 
(ｲ)  建基法第 6条第 1項第 1 号から第 3号に
掲げる建築物のうち、住宅の用途以外の用

途に供する部分を有しない一戸建ての住宅
で、同法第 6 条の 2 第 1 項第 1 号の規定に
基づき国土交通大臣が指定した型式のもの。 

イ  平成 11 年 5 月 1 日施行の法・建基法等の
一部改正に伴い消防同意から通知に切り替え
られる一定の住宅及び建築設備 

(ｱ)  建築主事又は指定確認検査機関が、建基
法第 87 条の 2 第 1 項の規定に基づき建築
確認を行う場合については、消防同意を廃

止し、建築主事又は指定確認検査機関から
消防長又は消防署長への通知制度に切り替
えることとされた。 

(ｲ)  建築主事等が、都市計画法第 8 条第 1 項
第 5 号に掲げる防火地域及び準防火地域以
外の区域内における一戸建ての住宅で、住

宅以外の用途に供する部分の床面積が延べ
面積の２分の１未満かつ500㎡以下のもの
の建築確認を行う場合については、消防同

意を廃止し、建築主事又は指定確認検査機
関から消防長又は消防署長への通知制度に
切り替えることとされた。 

この改正で、防火地域及び準防火地域以
外の区域内における一定の住宅については、
消防同意を廃止したが、防火地域及び準防

火地域の区域内の住宅についてはその公共
性等に鑑み、従来どおりその全てについて
消防同意を行うもの。 

〔関係条文〕 
・法第 7 条第 1 項ただし書き（同意を要し
ないもの） 

・令第 1 条（同意を要しないものの指定） 
・建基法第 93 条第 1 項及び第 3 項（消防
長又は消防署長への通知） 

・建基政令第 147 号の 3（同意を要しない
ものの指定） 

●４ 特例適用申請 
(1) 消防同意における審査及び消防用設備等の設
置において、令第 32 条の規定に基づき、消防

用設備等について特例を適用したい旨の申請が
あった場合は、特例適用申請（別紙）を 2 部提
出してもらい、消防長又は消防署長の承認の後、

一部を返却する。 
◇(1)平成 27 年 1 月 1 日改訂 
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別紙  

(2) 原則として特例の適用については、上記(1)
による承認が必要であるが、当運用指針の本文

中に「要特例申請」と記載がないもの及び通知
文中に特例適用申請が必要である旨の記載がな
いものについては、申請手続きを省略できるも

のであること。 
なお、申請手続きを省略する場合であっても

消防同意図書、着工届、設置届及び検査時に適

用要件を満たしていることを確認し、消防同意
復命書、査察台帳等に明らかにしておくこと。 

◇(2)平成 27 年 1 月 1 日追加 

(3) 消防同意における審査において、上記(1)及び
(2)により、特例適用申請手続きが必要な場合は、
原則として、当該特例適用申請の承認後でなけ

れば、消防同意はできないものであること。 
◇(2)平成 27 年 1 月 1 日追加 

●５  消防同意における審査 
(1) 消防同意審査上の留意事項等 
ア  消防機関としての立場から、建築物の新築等

の計画段階より、関係法令の防火に関する規定
についても審査すること。 

イ  建築物の出火防止、火災が発生した場合の避

難及び延焼拡大防止、消火活動等の総合的な防
災対策について、建築物の防火上の安全を基本
として他の要素との調和をも考慮し審査する

こと。 
ウ  建築物の大規模化、多様化等に伴い建築工法、
建築材料等の技術開発が著しいことから、これ

ら建築物の用途、規模、構造等による災害危険
を考慮し、実態に即した指導を行うこと。 

エ  法令等で定める技術基準に係る事項以外で

あっても、防災上重要な事項については、その
施設、設備等が有機的に相互に連携して活用で
きるよう関係者にその趣旨を説明し理解を得

て、消防目的に沿った具体的な指導を行うこと。 
オ  上記を踏まえ、消防用設備等（特殊消防用設
備等を含む。）が基準どおり設置されているか

について審査すること。 
カ  消防同意は、法第 7 条第 2 項及び建基法第

93 条第 2 項に定める期間内に処理すること。 

◇(1)カ平成 28年 4 月 1 日一部削除 
(2) 審査方法 

その建築物にどの種類の消防用設備等が必要

か、以下の判断基準（法令及び関係法令等）など
により、判定します。 
ア  建築物の用途 

イ  建築物の面積（各階の床面積、延べ面積など） 
ウ  有窓階、無窓階の判定 
エ  収容人員（面積算定及び従業者数など） 

その他特殊な条件により異なるが、大きくはこ
の 4 つの要素で必要な消防用設備等が決まる。 
(3) 消防同意の審査に必要な図書等 

ア  案内図（付近見取り図） 
イ  建物配置図 
ウ  外部･内部仕上げ表（不燃、準不燃又は難燃

等の要求のある場合は、該当するすべての部分
の認定番号等を凡例に記載すること。） 

エ  面積表 

オ  平面図（屋根伏図含む。） 
カ  立面図 
キ  断面図（矩計図含む。） 

ク  建具キープラン 
ケ  建具表 
コ  有窓階･無窓階判定表 

サ  各種消防用設備等図面 
(ｱ)  消防用設備等ごとに設計図、平面図、配管
（配線）系統図、展開図、仕様書及び計算書

等を添付すること。 
(ｲ)  非常電源が必要な消防用設備等の場合は、
非常電源の概要、配線接続図、仕様書及び計

算書を添付すること。 
シ  その他審査に必要と認める図面 
例：詳細図、給排水･空調設備図など 

新潟市消防局では、消防同意がスムーズに行
われるよう、建築の確認申請書（正本･副本）の
他に、消防審査用として上記の図面をＡ３サイ

ズでの提出をいただいております。ご協力をよ
ろしくお願いします。 
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 (4) 消防同意時の建基法等に係る審査事項 
                   ◇(4)平成 28 年 4 月 1 日削除 

●６ 駐日外交機関の消防同意等  ☆
 駐日外交機関（領事館）は、外交関係に関す

るウィーン条約により接受国の法令に基づく規
制を受けることはないが、自発的に建築確認申
請又は計画通知がなされ、それによって建築主

事等から消防同意を求められた場合及びその後
の処理については、次によること。 

(1) 通常の手続きにより審査をし、不備事項があ

れば、是正を求めること。 
(2) 上記(1)によって是正がなされない場合につ
いては、「不同意」又は「支障あり」として送付

すること。 
◇●6 平成 25 年 1 月 1 日追加 

◆  通知

○  「建築物の耐震改修の促進に関する法律」
における運用について 

平成 8 年 9 月 4 日予防課指導係 

◇平成 28 年 4 月 1 日削除

○  建築確認申請時の事務処理について 
平成 19 年 7 月 13 日新消指第 328 号の 2 

設備保安課長 

このことについて、別紙のとおり新潟市建築部建
築行政課長あて依頼したので遺漏のないよう願いま

す。 

平成 19 年 7 月 13 日 

新消設第 328 号の 2 
新潟市建築部建築行政課長 様 

新潟市消防局設備保安

課 長 
（担当 設備指導係） 

建築確認申請時の消防用添付書類について(依頼) 

 このことについて、以前より申し合わせとして貴
課の協力をいただき、消防用図面を確認申請書に添
付して申請者より提出していただいているところで

すが、平成 19 年 4 月 1 日に政令市に移行に伴う所管
事務の見直し等により、下記のとおり建築確認申請
時に消防用として添付して頂くよう再度申請者への

周知についてご配意願います。 
記 

確認申請書の正副とは別に消防用の図面(正本と

同じ内容ものでＡ3 版若しくはＡ4 版) 

○  消防同意の審査に必要な図書等の運用に
ついて 

平成 20 年 1 月 10 日設備指導係長事務連絡 

このことについて、各種消防用設備等図面を確認申
請書に添付することとなっていますが、消火器・誘
導標識の配置図面については、特別な場合を除き（特

例適用のため基準の条件等）設置届出時に確認する
ことで足りることとします。

 有窓判定計算表（例） 
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